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身
近
な
文
化
財

　
－
石
造
文
化
財
に
つ
い
て
ー

小
　
泊
　
立
　
矢

　
大
分
県
に
は
石
造
文
化
財
が
多
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
確
か
に
私
た

ち
の
周
辺
で
そ
れ
を
よ
く
見
か
け
る
。
そ
れ
て
で
は
Ｗ
た
ち
は
そ
れ
を

じ
っ
く
り
と
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
近
所
の
神
社
の

鳥
居
の
絵
を
描
い
て
見
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
す
ぐ
に
描
け
る
だ

ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
正
確
に
は
描
け
な
い
に
違
い
な
い
。
い
つ

も
く
ぐ
っ
て
い
る
鳥
居
で
あ
り
な
が
ら
。

　
　
「
路
傍
の
石
仏
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
耳
に
す
る
。
し
か
し
、
路
傍

の
石
仏
に
も
一
体
一
体
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
名
称
か
お
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
路
傍
の
石
仏
」
と
い
う
語
で
一
括
し
て
し
ま
え
ば
、
「
こ
の

仏
は
何
様
で
す
か
」
と
の
問
い
に
す
べ
て
「
お
地
蔵
様
」
と
答
え
た
り

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
一
）
石
造
文
化
財
と
は

本
題
に
入
ろ
う
。
石
造
文
化
財
と
は
何
か
。
文
字
通
り
石
を
素
材
と

し
た
文
化
財
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
石
で
作
ら
れ
た
も
の
は
全
て
石
造
文

化
財
と
い
う
の
か
、
と
な
る
と
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
石
器
・
石
棺
な

ど
も
石
で
出
来
て
は
い
る
か
、
こ
れ
ら
は
石
造
文
化
財
と
は
言
わ
な
い
、

考
古
学
の
研
究
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
石
造
物
を
文
化
財
、
美
術
、
工
芸
品
と
し
て
研
究
対
象
に
取
り
上
げ
、

そ
の
方
法
論
の
基
礎
を
築
い
た
人
に
川
勝
政
太
郎
氏
が
い
る
。
京
都
帝

大
で
古
建
築
を
学
び
、
他
方
石
造
物
研
究
に
も
造
詣
が
深
く
、
「
石
造

美
術
」
と
い
う
語
で
石
造
物
研
究
を
体
系
づ
け
た
。

　
氏
は
石
造
美
術
の
定
義
の
中
で
、
対
象
と
す
る
時
代
を
「
仏
教
伝
来

以
降
江
戸
時
代
に
及
ぶ
各
時
代
（
『
日
本
石
造
美
術
辞
典
』
）
」
と
し
て

い
る
。
先
に
述
べ
た
石
器
・
石
棺
な
ど
は
対
象
外
と
な
る
が
、
石
棺
の

蓋
を
再
利
用
し
て
仏
像
を
彫
っ
た
石
棺
仏
な
ど
は
、
石
造
美
術
と
し
て

取
り
扱
っ
て
い
る
。

　
次
に
呼
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
石
造
物
、
石
造
文
化
財
、
石
造
美
術
、

石
造
建
造
物
な
ど
様
々
で
あ
る
。
た
だ
し
研
究
対
象
を
分
類
し
た
呼
称

で
は
な
く
、
対
象
と
す
る
石
製
物
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
石
造
美
術
と
い
う
と
、
何
と
な
く
時
代
が
古
く
完
成
品
で
、

美
術
・
工
芸
的
に
も
優
れ
た
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
の
は
、
私

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　
石
造
物
に
は
銘
文
を
彫
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
ま
た
歴
史
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の
史
料
と
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
る
。
板
碑
な
ど
は
そ
の
代
表
と
い
え

よ
う
。
そ
の
場
合
は
銘
文
部
分
が
は
っ
き
り
と
判
読
出
来
れ
ば
必
ず
し

も
定
形
品
出
な
く
て
も
よ
い
。
ま
た
美
術
工
芸
的
に
優
れ
た
も
の
で
な

く
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
石
造
美
術
よ
り
石
造
物
・

石
造
文
化
財
の
呼
称
の
方
が
ピ
ッ
タ
リ
す
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
石
造

物
を
調
査
研
究
す
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、

私
は
石
造
文
化
財
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
な
お

「
石
造
建
造
物
」
な
る
語
は
、
国
指
定
文
化
財
の
場
合
の
呼
称
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
二
）
石
造
文
化
財
の
分
類

　
川
勝
氏
は
、
主
に
形
態
の
上
か
ら
石
造
文
化
財
を
次
の
二
五
項
目
に

分
類
し
て
い
る
。

　
　
層
塔
・
宝
塔
・
多
宝
塔
・
五
輪
等
・
宝
置
印
塔
・
一
重
塔
・
傘
塔

　
　
婆
・
自
然
石
塔
婆
・
角
塔
婆
・
板
碑
・
無
縫
塔
・
石
輸
・
石
仏
・

　
　
石
室
・
石
橋
・
石
燈
簑
・
炉
・
水
船
・
石
鳥
居
・
狛
犬
・
石
碑
・

　
　
石
臼
・
露
盤
・
台
座
・
石
壇
　
　
（
『
日
本
石
造
美
術
辞
典
』
）
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以
上
の
中
で
多
宝
塔
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
大
分
県
内
で
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
川
勝
氏
は
市
辺
田
（
い
ち
べ
た
）
ハ
幡
（
豊
後
大
野

市
三
重
町
下
赤
嶺
）
の
舎
利
塔
（
文
永
十
二
年
△
↓
２
７
５
∇
銘
）
を

一
重
塔
に
分
類
し
て
い
る
が
研
究
者
に
よ
賎
異
論
も
あ
る
。
な
お
水
船

歯
、
社
寺
に
置
か
れ
た
手
洗
い
用
の
容
器
で
、
近
世
に
は
銘
文
に
水
鉢

の
呼
称
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
古
く
は
水
船
と
称
し
構
成
に
な
っ
て
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ｌ

水
鉢
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
手
洗
い
の
た
め

で
は
な
く
、
湯
を
入
れ
、
浴
用
と
し
て
使
用
す
る
石
風
呂
も
あ
る
。
安

国
寺
（
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
）
の
本
堂
前
に
あ
る
も
の
も
石
風
呂
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
露
盤
は
、
木
造
の
宝
形
造
（
ほ
う
ぎ
ょ
う
づ
く
り
）
の
建
物
の
屋
根

を
飾
る
も
の
で
、
上
に
は
宝
珠
が
載
る
。
金
属
製
の
も
の
が
多
く
瓦
製

も
あ
る
。
石
造
の
も
の
は
数
は
少
な
い
が
、
古
く
は
平
安
時
代
来
か
ら

鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
遠
州
現
存
す
る
。
別
府
市
内
で
も
近
世
以
降
の

も
の
で
あ
る
が
、
信
行
寺
（
亀
川
四
の
湯
）
や
実
相
寺
（
火
売
区
）
で

石
造
の
露
盤
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
と
こ
ろ
で
大
分
県
を
代
表
す
る
石
造
文
化
財
の
一
つ
に
国
東
塔
が
あ

る
。
川
勝
氏
の
分
類
で
は
ど
れ
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
命
名
者

は
天
沼
俊
一
氏
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
京
都
帝
大
の
建
築
の
先
生
で
明

治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
富
貴
寺
天
堂
（
豊
後
高
田
市
）
の
調
査
に
来

県
し
て
い
る
。
そ
の
際
他
地
域
で
は
見
か
け
な
い
石
塔
が
、
国
東
半
島

内
に
数
多
く
分
布
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
地
名
を
冠
し
国
東
塔
と
名
付

け
た
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
は
「
国
東
型
宝
塔
」
の
呼
称
も
っ
た
よ
う
に
、
宝
塔
の
一
種

と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
文
化
財
の
指
定
名
称
も
、
国

指
定
の
も
の
は
「
照
恵
寺
宝
塔
（
国
重
文
）
」
、
「
岩
戸
寺
宝
塔
（
同
前
）
」

な
ど
と
宝
塔
を
使
用
し
て
い
る
。

県
指
定
の
国
東
塔
も
昭
和
三
十
四
年
三
月
指
定
の
小
谷
（
杵
築
市
山
香

町
内
河
野
）
の
国
東
塔
ま
で
は
「
石
造
国
東
塔
」
　
と
な
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
国
東
塔
と
は
明
ら
か
に
形
式
の
異
な
る
平
尾
社
（
大
野
市
千
歳
）

の
宝
塔
、
蓮
城
寺
（
豊
後
大
野
市
三
重
町
）
の
宝
塔
も
指
定
名
称
は

「
石
造
宝
塔
」
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
名
称
だ
け
で
は
区
別
が
っ
き
に
く

い
た
め
か
、
昭
和
三
十
八
年
二
月
指
定
の
山
浦
（
杵
築
市
山
香
町
）
の

国
東
塔
か
ら
は
「
国
東
塔
」
の
名
称
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
で
は
所
在
地
名
や
寺
社
名
を
付
し
、
真
覚
寺
国
東
塔
（
国
東
町
国

見
）
や
古
羅
漢
国
東
塔
（
中
津
市
本
耶
馬
渓
町
）
な
ど
と
し
て
い
る
。

巾
古
川

…
…
…
…
…
・
…
…
万

万

二

塔
（
鳥
取
県
・
宝
飯
印
塔
と
宝
塔
　

…
…
゛
“
…
…
’
｀
…
… い

゛
’
‘
’

づ
い
↓
四
心

’

の
融
合
し
た
形
川
勝
政
太
郎
氏
命

名
）
、
薩
摩
塔
（
鹿
児
島
県
薩
摩

半
島
・
石
憧
形
式
に
宝
塔
形
式
を

加
味
、
斎
藤
彦
根
氏
に
よ
り
仮
称

と
さ
れ
た
が
現
在
は
一
般
的
に
使

用
）
な
ど
で
あ
る
。
平
成
十
九
年

≠

宝塔略図
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一
月
の
日
経
新
聞
に
、
福
岡
県
久
山
町
の
白
山
遺
跡
で
薩
摩
塔
が
発
見

さ
れ
た
と
出
て
お
り
、
同
記
事
に
は
、
「
薩
摩
塔
は
鹿
児
島
と
長
崎
で

し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
謎
の
石
塔
で
、
（
発
見
さ
れ
た
塔
に
は
）
四

天
王
像
が
四
面
に
彫
ら
れ
て
い
た
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ

て
い
た
分
布
地
域
の
広
が
り
、
中
世
の
石
塔
（
石
工
）
の
流
通
（
移
動
）

に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
問
題
が
あ
る
。

　
分
類
を
像
容
・
信
仰
・
形
態
に
分
け
て
行
う
例
も
あ
る
（
『
日
本
石

仏
事
典
』
）
。
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
分
類
の
方
が
分
か
り
や
す
く
、
ま

と
め
易
い
こ
と
も
あ
る
。
特
に
近
世
の
信
仰
に
聞
す
る
石
塔
類
な
ど
で

は
各
種
の
供
養
塔
・
念
仏
塔
な
ど
か
急
速
に
数
を
増
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
信
仰
内
容
に
よ
る
分
類
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
気

を
つ
け
て
み
る
と
、
「
大
乗
妙
典
一
宇
一
石
塔
」
・
「
日
本
廻
　
供
養

塔
」
・
「
庚
申
塔
」
・
「
地
神
塔
」
な
ど
な
ど
、
身
近
に
い
く
ら
で
も

存
在
す
る
。
中
に
は
今
で
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
塔
も
多
い
。

　
要
す
る
に
調
査
目
的
に
合
わ
せ
た
分
類
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

　
　
　
（
三
）
石
造
文
化
財
か
ら
わ
か
る
こ
と

　
石
造
文
化
財
の
造
立
年
代
・
造
立
趣
旨
・
願
主
・
作
者
（
石
工
）
な

ど
は
、
彫
ら
れ
た
銘
文
か
ら
判
明
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
調

査
を
し
て
い
る
と
、
よ
く
「
こ
れ
は
何
年
く
ら
い
前
の
も
の
で
す
か
」

と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
年
号
の
西
暦
年
を
確
認
し
て

お
く
と
す
ぐ
に
三
〇
〇
年
前
だ
と
か
約
四
五
〇
年
ま
え
だ
と
か
答
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
い
て
い
の
人
は
「
へ
え
Ｉ
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で

す
か
」
と
感
心
す
る
。
調
査
に
年
表
を
持
参
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
年
号
に
は
干
支
を
彫
っ
て
い
る
。
年
表
確
認
の
際
に
は
、

こ
の
干
支
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
石
造
文
化
財
は
時
に

銘
文
が
欠
け
て
判
読
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
た
め
年
表
で
確
認

し
て
も
間
違
え
る
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
と
な
る
。
次
に
具
体

例
を
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　
（
欠
字
）

　
　
□
政
七
珍
甲
年
卯
月
月
廿
日

　
さ
て
、
こ
の
欠
字
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
形
態

か
ら
見
て
江
戸
時
代
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
判
断
で
き
る
。
そ
こ
で

「
□
政
」
と
い
う
年
号
を
探
す
と
、
寛
政
・
文
政
・
安
政
の
三
つ
が
あ

る
。
次
に
こ
れ
ら
の
中
で
七
年
が
あ
る
の
は
寛
政
と
文
政
で
、
安
政
は

六
年
ま
で
し
か
な
い
（
た
だ
し
安
政
か
ら
万
延
へ
の
改
元
は
次
年
の
三

月
十
八
日
な
の
で
、
正
月
か
ら
三
月
十
七
日
ま
で
は
厳
密
に
は
安
政
七

年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
年
表
に
は
改
元
の
月
日
を
記
し
た
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も
の
は
少
な
い
）
。
次
に
干
支
を
見
る
と
、
寛
政
七
年
は
「
乙
卯
」
で
、
　
　
別
府
市
内
で
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

文
政
七
年
は
「
甲
申
」
で
あ
る
。
銘
文
の
方
は
七
年
で
、
干
支
は
「
庚

申
」
と
あ
る
？
そ
の
た
め
、
ま
ず
干
支
が
合
わ
な
い
寛
政
を
除
く
と
文

政
が
残
る
。
し
か
し
、
文
政
七
年
の
干
支
は
「
甲
申
」
で
こ
れ
も
合
わ

な
い
。
そ
こ
で
、
「
□
政
」
を
解
明
す
る
場
合
に
、
石
工
が
「
甲
申
」

と
彫
る
と
こ
ろ
を
「
庚
申
」
と
彫
っ
た
に
違
い
な
い
と
判
断
し
て
こ
の

年
号
を
、

　
　
文
政
七
年
庚
中
年
卯
月
廿
日

　
と
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
念
の
た
め
万
延
元
年
の
干
支
を
見
る
と
「
庚
申
」
と
あ
る
。
し
か
し

安
政
か
ら
万
延
へ
の
改
元
は
、
万
延
元
年
三
月
十
七
日
で
、
そ
れ
ま
で

は
安
政
七
年
で
あ
り
、
干
支
は
「
庚
申
」
で
あ
る
。
当
時
は
情
報
伝
達

が
遅
く
改
元
後
も
前
の
年
号
が
使
用
さ
れ
た
例
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
結
局
前
記
の
例
は

　
　
安
政
七
年
庚
中
年
卯
月
廿
日

　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
年
次
や
年
号
を
推
定
確
認
す
る
場
合
、
わ
ず

か
一
宇
を
確
認
す
る
の
に
も
、
大
変
な
考
証
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
干
支

の
果
た
す
役
割
が
非
常
に
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
年
号
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
他
銘
文
か
ら
判
明
す
る

こ
と
は
多
い
。
そ
れ
ら
は
紙
数
の
関
係
で
詳
述
し
な
い
が
、
次
項
で
は

　
　
　
（
四
）
銘
文
二
題

　
　
①
施
宿
一
千
大
供
責
場
（
亀
川
四
の
湯
信
行
寺
墓
地
）

　
信
行
寺
（
浄
土
宗
）
裏
の
墓
地
に
あ
る
。
形
態
は
通
常
の
墓
塔
と
同

じ
で
、
塔
身
は
縦
九
〇
惣
・
巾
三
〇
惣
。
正
面
に
「
日
本
廻
国
施
宿
一

千
人
供
養
塔
」
と
あ
る
。
裏
面
に
は
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
年
号

が
あ
る
。
さ
ら
に
左
右
側
面
に
銘
文
を
刻
む
。

　
正
面
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
あ
る
が
、
「
日
本
廻
（
回
）
国
行
者
に
宿

を
提
供
し
て
き
て
そ
れ
が
一
千
人
に
達
し
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

廻
国
行
置
戸
は
、
日
本
各
地
の
聖
地
を
巡
る
人
の
こ
と
で
、
六
十
六
部

（
六
部
と
略
称
す
る
こ
と
が
多
い
。
全
国
六
十
六
か
国
を
巡
り
、
法
華
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経
を
一
巻
ず
つ
納
経
す
る
）
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
今
と
違
っ

て
、
巡
礼
す
る
こ
と
が
大
変
な
難
行
で
あ
っ
た
当
時
、
彼
ら
行
者
の
世

話
を
す
る
こ
と
が
、
世
話
を
す
る
当
人
に
と
っ
て
何
よ
り
の
功
徳
で
あ

る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
塔
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
塔
の
左
側
面
の
銘
文
中
に
「
造
立
之
施
宿
砺
問
づ
川
屠
也
」
と

あ
る
の
で
、
願
生
糸
永
甚
七
は
、
廻
国
行
者
一
千
人
に
宿
を
施
す
こ
と

を
発
願
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
右
側
面
に
は
、
次
の
側
頭
（
仏
の
功
徳
を
ほ
め
た
た
え
る
言
葉
）
が

刻
さ
れ
て
い
る
。
石
造
文
化
財
調
査
の
と
き
に
、
よ
く
側
頭
を
見
る
が
、

読
み
方
・
出
典
な
ど
に
は
苦
労
す
る
。
参
考
図
書
と
し
て
『
石
仏
側
頭

辞
典
』
（
加
藤
政
久
編
）
　
・
『
続
石
仏
側
頭
辞
典
』
（
同
前
）
を
利
用
す

る
が
非
常
に
参
考
に
な
る
。

　
　
　
一
見
聞
宝
塔
　
水
難
三
悪
道
　
何
況
造
立
者
　
皆
共
成
仏
道

　
前
揚
言
に
は
こ
の
側
頭
は
出
て
い
な
い
が
次
の
例
が
あ
る
。

　
　
　
一
見
卒
都
婆
　
水
離
三
悪
道
　
何
況
造
立
者
　
必
定
成
菩
提

　
　
　
二
た
び
卒
都
婆
を
見
れ
ば
、
永
く
三
悪
道
を
難
る
。

　
　
　
何
ぞ
況
ん
や
造
立
者
は
、
必
定
菩
提
を
成
ぜ
ん
）

　
第
一
句
と
第
四
句
が
異
な
る
だ
け
で
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
第
一

句
は
「
一
た
び
宝
塔
を
見
聞
せ
ば
」
、
第
四
句
は
「
皆
共
に
仏
道
を
成

ぜ
ん
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
三
悪
道
は
、
衆
生
が
悪
行
に
よ
り
生
ま

れ
る
地
獄
道
・
畜
生
道
の
こ
と
で
、
善
行
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
天
・
人
・

阿
修
羅
の
各
道
を
三
善
道
と
い
う
。

　
　
②
水
死
者
供
養
塔
（
乗
荘
園
町
中
部
中
学
校
南
側
墓
地
）

　
鶴
高
通
り
に
面
し
た
道
路
沿
い
に
、
「
石
書
大
乗
妙
典
塔
」
の
文
字

を
刻
ん
だ
石
塔
が
建
て
い
る
。
総
高
約
て
一
六
惣
。
造
立
年
は
、
側
面

に
「
享
保
十
五
年
庚
戌
暮
春
下
院
」
と
あ
る
の
で
、
享
保
十
五
年
二

七
三
〇
）
三
月
下
旬
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
正
面
の
「
石
書
大
乗
妙

典
塔
」
の
意
で
あ
る
が
、
大
乗
妙
典
（
法
華
経
の
こ
と
）
を
石
書
（
恋

し
に
一
字
ず
つ
経
典
の
文
字
を
記
し
埋
納
す
る
意
）
し
て
立
て
た
塔
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
何
の
た
め
に
造
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
塔
の
両
側
面
と

裏
面
に
長
文
の
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
安
部
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乙

巌
氏
が
「
二
豊
の
石
造
美
術
」
九
号
（
一
九
八
八
・
大
分
県
石
造
美
術

研
究
会
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
（
安
部
巌
「
『
石
』
遍
歴
△
別
府
▽
」

（
三
）
）
。
同
報
告
を
参
考
に
造
立
の
趣
旨
を
簡
単
に
記
し
て
み
よ
う
。

　
　
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
九
月
十
三
日
、
暴
風
雨
の
た
め
別
府

　
　
村
、
南
石
垣
村
の
境
に
あ
っ
た
民
家
二
十
余
家
が
埋
ま
っ
い
し
ま

　
　
い
、
二
十
一
名
も
の
溺
死
者
が
出
た
。
そ
こ
で
小
浦
村
の
尾
林
氏

　
　
は
供
養
塔
の
建
立
を
思
い
立
ち
こ
の
塔
を
建
て
た
。

　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
こ
の
よ
う
な
一
字
一
石
塔
は
随
所
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
長

文
の
銘
文
を
彫
っ
た
も
の
も
多
い
。
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
造

立
の
目
的
も
分
か
る
し
、
地
域
の
歴
史
も
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
歴
史
を
た
ど
る
史
料
と
い
え
ば
古
文
書
が
あ
る
が
、
紙
に
書
い
た
も

の
は
い
っ
た
ん
災
害
に
あ
う
と
消
滅
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。
そ
の

点
石
に
彫
ら
れ
た
も
の
は
残
り
や
す
い
（
長
年
月
の
間
に
摩
滅
し
て
し

ま
う
も
の
も
あ
る
が
）
。
こ
の
供
養
塔
も
、
そ
の
点
か
ら
い
う
と
立
派

な
史
料
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
供
養
塔
に
関
す
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
前
述
の

安
部
氏
の
報
告
に
、
「
家
宝
珍
事
記
」
（
首
藤
年
伸
文
書
）
の
関
係
箇
所

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
咄
し
ニ
聞
傅
ふ
に
、
七
十
弐
年
前
、
享
保
十
四
年
酉
九
月
十
三
日

　
　
九
ツ
時
よ
り
夜
九
ツ
時
迄
、
別
府
村
堺
天
神
南
芹
原
之
間
流
、
其

　
　
節
堺
天
神
節
丸
堂
ハ
無
恙
流
れ
造
れ
り
（
下
略
）

　
こ
の
よ
う
に
古
文
書
と
そ
れ
に
関
係
す
る
石
造
物
が
残
り
特
定
で
き

る
こ
と
は
少
な
い
。
と
も
に
貴
重
な
史
料
と
い
え
よ
う
。
古
文
書
の
後

半
部
に
「
此
度
も
幸
神
仏
、
堺
河
原
之
観
音
予
示
少
し
も
」
及
ば
な
か
っ

た
と
あ
り
、
近
く
を
流
れ
る
堺
川
が
た
び
た
び
氾
濫
を
繰
り
返
し
た
い

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
以
上
わ
ず
か
二
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

石
造
文
化
財
は
そ
の
銘
文
か
ら
も
、
私
た
ち
に
様
々
な
歴
史
を
語
り
か

け
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
興
味
深
く
、
ま
た
貴
重
な
史

料
が
多
々
あ
る
が
、
ま
た
の
機
会
が
あ
れ
ば
発
表
し
た
い
。

△
平
成
十
八
年
十
月
、
別
府
史
談
会
で
「
大
分
県
の
石
造
文
化
財
」

　
の
テ
ー
マ
で
、
ス
ラ
イ
ド
を
交
え
て
話
を
し
た
が
、
ま
と
ま
り
に

　
欠
け
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
テ
ー
マ
を
か
え
て
新
た
に
書
き
改
め

　
た
も
の
で
あ
る
。
御
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
▽
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